
○障害者雇用促進企業等からの物品等の調達に関する要綱 

(平成 15年 4月 7日告示第 386号) 

改正 平成 16年 4月 16日告示第 411号 平成 18年 12月 1日告示第 1206号 

平成 19年 4月 4日告示第 337号 平成 26年 4月 1日告示第 309号 
 

平成 31年 3月 15日告示第 221号 令和 3年 7月 27日告示第 673号 

 

(趣旨) 

第 1条 この要綱は、県が行う物品及び役務(建設工事並びに測量、調査、試験、設計等の

建設工事に係る委託及び道路等の公共土木施設の維持管理に係る委託を除く。以下同

じ。)(以下単に「物品等」という。)の調達において、障害者の雇用の促進及びその職業

の安定並びに福祉的就労の促進を図ることを目的とし、促進企業、支援企業及び障害者

支援施設等から物品等の調達を行う場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものと

する。 

(用語の意義) 

第 2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35年法律第 123号。次号におい

て「法」という。)第 2条第 2号から第 6号までに規定する身体障害者、重度身体障害

者、知的障害者、重度知的障害者及び精神障害者をいう。 

(2) 促進企業 中小企業基本法(昭和 38年法律第 154号)第 2条第 1項各号に規定するも

ので、当該事業を県内で営んでいるもののうち、次の全てに該当するものをいう。 

ア 物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(平

成 18年熊本県告示第 521号。以下「要綱」という。)による競争入札の参加資格を有

していること。 

イ 法第 43条の規定の例により算定した県内の本店、支店等で常時雇用する労働者の

数に対するその雇用する障害者である労働者の数の割合が障害者の雇用の促進等に

関する法律(昭和 35年法律第 123号)第 43条第 2項に規定する障害者雇用率以上であ

ること。 

(3) 支援企業 次条第 1項第 1号又は第 2号の規定による登録の申請をする日において

障害者支援施設等から過去 1 年間に 50 万円以上の物品等の調達を行った事業者をいう。 

(4) 障害者支援施設等 県内の次の施設をいう。 

ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17年法律第 1

23号)第 5条第 11項に規定する障害者支援施設若しくは同条第 25項に規定する地域

活動支援センター、地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 2第 1項に

規定する障害福祉サービス事業を行う施設若しくは小規模作業所又はこれらに準ず

る者として知事の認定を受けた者 

イ 熊本県障がい者優先調達推進方針に定める調達の対象となる障害者就労施設等 



ウ 障害者親の会又は障害者団体等が実施主体となって、地域において障害者の就労、

創作活動及び生活交流の場を提供する作業所 

(5) 事業所 県内に本店をおく事業者にあっては本店、県外に本店をおく事業者にあっ

ては県内の支店等をいう。 

(登録の申請) 

第 3条 登録の申請方法は次のとおりとする。 

(1) 促進企業として登録を受けようとする者は、障害者雇用促進企業登録申請書(別記様

式第 1号)により知事に申請しなければならない。 

(2) 支援企業として登録を受けようとする者は、障害者支援施設等支援企業登録申請書

(別記様式第 2号)により知事に申請しなければならない。 

2 知事は、促進企業又は支援企業が前項各号の登録を受けようとする場合は、次のものを

一つ特定させなければならない。 

(1) 登録を受けようとする業種 (ただし、促進企業にあっては、要綱に基づく入札参加

資格申請において希望している業種のうち、一業種とする。) 

(2) 第 8条第 2号及び第 9条第 1項に規定する事業所 

3 申請書の提出期間は、毎年 5月 1日から 5月 31日まで(県の休日を除く。) とする。た

だし、その提出期間中に、前条第 2号又は第 3号に該当しなかった者の提出は随時とする。 

(登録) 

第 4条 知事は、前条の申請があった場合において、内容を審査し、第 2条第 2号又は第 3

号に該当すると認めたときは、登録者名簿(以下「名簿」という。)(別記様式第 3-1、3-2

号)に登録するものとする。 

2 知事は、前項の規定による審査の結果を、障害者雇用促進企業等審査結果通知書(別記様

式第 4号)により当該申請書に通知するものとする。 

3 登録の有効期間は、登録日から当該日の属する会計年度の翌年度の 6月 30日までとする。 

(名簿の公表) 

第 5条 知事は、名簿を作成したときは、これを公表するものとする。 

(変更等の届出) 

第 6条 名簿に登録された者が、次のいずれかに該当するときは、登録事項変更届(別記様

式第 5号)により、遅滞なく知事に届け出なければならない。 

(1) 所在地、名称又は代表者に変更があったとき。 

(2) 第 2条第 2号の規定に該当しなくなったとき。 

(3) 促進企業又は支援企業が、登録されている営業を廃止したとき及び廃止した営業に

換えて他の営業を登録しようとするとき。 

(登録の取消し) 

第 7条 知事は、名簿に登録されたものが次のいずれかに該当するときは、当該登録を取り

消すものとする。 

(1) 前条第 2号に該当するとき。 



(2) 前条第 3号において営業を廃止したとき。 

(3) 虚偽の申請その他不正な方法により登録を受けたことが判明したとき。 

(4) 知事が県の契約の相手方として不適当であると認めたとき。 

2 知事は前項の規定により、登録を取り消したときは、その旨を当該企業に通知するもの

とする。 

3 第 1項第 3号又は第 4号の規定により登録を取り消された者は、登録を取り消された日

から 1年間、第 3条第 1項に基づく申請をすることができないものとする。 

(指名競争入札における取扱い) 

第 8条 知事は、指名競争入札により物品等を調達しようするときは、促進企業を 1名追加

指名するものとする。ただし、役務の調達において追加指名しようとするときは、次の

各号のいずれにも該当する促進企業から指名しなければならない。 

(1) 物品購入契約等及び業務委託契約に係る入札参加資格審査格付要領(平成 18年熊本

県告示第 522号)により格付けされた格付け区分が次のいずれかに該当する者 

ア 発注しようとする業務の積算金額(消費税及び地方消費税を含む。)(以下単に「積

算金額」という。) が、2,000万円以上(発注しようとする業務がリース、レンタル

の場合にあっては、3,200万円以上）の場合にあっては、Ａ。 

イ 積算金額が 250万円以上 2,000万円未満(発注しようとする業務がリース、レンタ

ルの場合にあっては、250万円以上 3,200万円未満)の場合にあっては、Ｂ。 

ウ 積算金額が 250万円未満の場合にあっては、Ｃ。 

(2) 発注しようとする所属の所在地又は役務の履行場所の属する地域振興局管内(ただし、

熊本市にあっては熊本市内)に事業所を有する者 

(随意契約における取扱い) 

第 9条 知事は、地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 2第 1項第 1号及び

熊本県会計規則(昭和 60 年規則第 11 号。以下「規則」という。)第 93 条の規定に基づき、

随意契約により物品等を調達しようとする場合(ただし、規則第 95条第 1項各号のいずれ

かに該当する場合又は定例日を設けて見積り合わせを行う場合を除く。)は、促進企業又

は支援企業を 1名追加して見積書を徴するものとする。ただし、役務の調達において追

加しようとするときは、発注しようとする所属の所在地又は役務の履行場所の属する地

域振興局管内(ただし、熊本市にあっては熊本市内)に事業所を有する者から徴しなければ

ならない。 

2 知事は、随意契約により、障害者支援施設等が供給できる物品等を調達しようとすると

きは、予算の適正な執行に配慮しつつ、障害者支援施設等から調達するよう努めるもの

とする。 

3 知事は、前項の規定による調達を行うため、障害者支援施設等が供給できる物品等に関

する情報を収集するものとする。 

(調査) 

第 10条 知事は、登録申請の内容の確認のため、調査を行うものとする。 



(その他) 

第 11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。 

附 則 

1 この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第 8条及び第 9条の規定は、平成 15年 7

月 1日から施行する。 

2 平成 15年度の申請においては、第 3条第 3項中「5月 31日まで」とあるのを「6月 13

日まで」と読み替えるものとする。 

附 則(平成 16年 4月 16日告示第 411号) 
 

この要綱は、告示の日から施行する。 

附 則(平成 18年 12月 1日告示第 1206号) 
 

この要綱は、告示の日から施行する。 

附 則(平成 19年 4月 4日告示第 337号) 
 

1  この要領は、告示の日から施行する。 

2  施行の日から障害者自立支援法附則第 1条第 3号に掲げる規定の施行の日の前日までの

間は、第 2条第 1項第 1号ア中「行う施設」とあるのは、「行う施設、同法附則第 41条

第 1項、第 48条若しくは第 58条第 1項の規定によりなお従前の例により運営をすること

ができることとされた同法附則第 35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和 24

年法律第 283号)第 29条に規定する身体障害者更生施設、同法第 31条に規定する身体障

害者授産施設(身体障害者福祉工場を含む。)、障害者自立支援法附則第 46条の規定によ

る改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25年法律第 123号)第 50条の

2第 3項に規定する精神障害者授産施設、同条第 5項に規定する精神障害者福祉工場、障

害者自立支援法附則第 52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和 35年法律第 37

号)第 21条の 6に規定する知的障害者更生施設若しくは同法第 21条の 7に規定する知的

障害者授産施設(知的障害者福祉工場を含む。)」とする。 

附 則(平成 26年 4月 1日告示第 309号) 
 

1  この要綱は、告示の日から施行する。  

2  この要綱の施行の際現に改正前の障害者雇用促進企業等からの物品等の調達に関する

要綱の規定により提出されている申請書その他の書類は、改正後の障害者雇用促進企

業等からの物品等の調達に関する要綱の規定により提出された申請書その他の書類と

みなす。 

附 則(平成 31年 3月 15日告示第 221号) 
 

この要綱は、告示の日から施行する。 



附 則(令和 3年 7月 27日告示第 673号) 
 

この要綱は、告示の日から施行する。 

 



 
別記様式第１号  

障害者雇用促進企業登録申請書 
  年  月  日  

熊  本  県  知  事 様  
郵 便 番 号 
所 在 地 
商号又は名称 
代 表 者 職 名              

TEL 
FAX 

 
障害者雇用促進企業等からの物品等の調達に関する要綱第３条第１項第１号の規定に

より、次のとおり申請します。  
なお、この申請書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。  
また、同要綱第５条の規定による名簿の公表については異議ありません。  

熊本県内の支店等の名称及び所在地 
（一つだけ記入してください。） 

 
※県内に本店を置く事業者の方は記入の必要は 
ありません。 

名称・責任者名 
 
 

所 在 地 〒 
 

 
連 絡 先 

 

TEL  

FAX  

登  録  業  種 
(入札参加資格申請の希望業種を別紙「業種一覧表」
から一つ選んで記入してください。物品と役務両方
に入札参加資格がある場合は、それぞれで一業種ず
つ選ぶことができます。) 

物品 
ｺｰﾄﾞ  業種名 

 

役務 
ｺｰﾄﾞ 業種名 

 
県 
内 
本 
・ 
支 
店 
に 
お 
け 
る
雇
用
状
況 

雇用率算定用労働者総数      ① 
（②－②×⑤）              人(小数点以下切捨て) 

 常用雇用労働者総数      ② 
（③＋④×0.5）              人 

 

短時間労働者以外の常用雇用 
労働者数                        ③              人 

短時間労働者数        ④              人 

 
除外率（％）         ⑤              ％（別表「除外率一覧表」参照）  

雇用障害者総数            ⑥ 
（⑦＋⑩）              人 

 常用雇用               ⑦ 
(⑧×２＋⑨)              人  

  
重度障害者       ⑧              人 

重度以外の障害者 ⑨              人  

短時間雇用障害者     ⑩ 
（⑪＋⑫×0.5）              人(小数点以下切り捨て)  

 
 

重度障害者       ⑪              人 

 重度以外の障害者 ⑫              人 

   障害者雇用率（％）  ⑬ 
（⑥÷①×100）              ％(小数点以下第３位四捨五入) 

   
入札参加資格者登録番号   担当者  

連絡先 TEL  
FAX  



 
別記様式第２号 

障害者支援施設等支援企業登録申請書 
  年  月  日  

  熊 本 県 知 事 様 
郵 便 番 号 
所 在 地 
商号又は名称 
代 表 者 職 氏 名                                    

TEL 
FAX 

 
障害者雇用促進企業等からの物品等の調達に関する要綱第３条第１項第２号の規定により、次の
とおり申請します。 
なお、この申請書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 
また、同要綱第５条の規定による名簿の公表については異議ありません。 
熊本県内の支店等の名称及び 
所在地 
 
※支店等のうち一つを記入してくださ

い。ただし、県内に本店を置く事業者

の方は記入の必要はありません。 

名称・責任者名 
 
 

所在地 〒 

連絡先 
TEL  

FAX  

契約等委任先の名称及び所在地 
 
 
※上記支店等と同じ場合は記入の必要

はありません。 

名称・責任者名  

所在地  

連絡先 
TEL  

FAX  

会 社 概 要 
 

 
 
※入札参加資格者は記載の必要はあり

ません。 

営 業 内 容  

創 業 年 

資本額・出資総額 千円 

常 用 労 働 者 数       人 

直前決算の売上高 千円 

過去１年間の障害者支援施設等

との取引状況 
 

※欄が不足する場合は別紙としてくだ

さい。 

障害者支援施設等名 ① ② 

取 引 の 内 容   

取 引 額 千円 千円 
取 引 開 始 年 年 年 

登録を希望する業種及び内容 
 
 
※別紙「業種一覧表」から一つ選んで

記入してください。物品と役務両方を

希望される場合は、それぞれで一業種

ずつ選ぶことができます。 

業 種 
物品 コード  業種名 

役務 コード 業種名 

業 務 の 内 容 
(取扱メーカー、取扱製品
名等できるだけ具体的に

記入してください。別紙で

も構いません。) 

 

 
入札参加資格者登録番号   担当者  

 ※入札参加資格者のみ登録番号を記載してください。 
 



 
別記様式第３－１号  

    年度  障害者雇用促進企業登録者名簿   

整理 
番号 登録番号  入札参加資格  

登 録 番 号  
商号又は名称  代 表 者  所 在 地  郵便番号  電 話  FAX 業  種  業種 

区分 

有効 
期間 

            

            

            

            

            

            

            

            

  



別記様式第３－２号  
    年度  障害者支援施設等支援企業登録者名簿   

整理 
番号 登録番号 

入札参加資格  
登 録 番 号  

商号又は名称  代 表 者  所 在 地  郵便番号  電 話  FAX 業  種  業種 

区分 

有効 
期間 

            

            

            

            

            

            

            

            



 
 

別記様式第４号 

 

 
障害者雇用促進企業等審査結果通知書  

 
                                                               年  月  日  
    所在地  
    名 称  
      代 表 者  様 
 
                                           熊本県知事                     印  
 
 障害者雇用促進企業等からの物品等の調達に関する要綱第４条第２項の規定により、審査の 

結果、次のとおり登録する（しない）こととしましたので通知します。 
 

登 録 番 号  

登 録 物 品 又 は
役 務 の 種 類 

 

登 録 期 間       年  月  日  から    年  月  日  まで  

 登録しない理由 
（登録しない場合のみ） 

 

 



 
 
別記様式第５号  

登 録 事 項 変 更 届  
 
                                                              年  月  日  
 
  熊 本 県 知 事 様  
 
                      郵 便 番 号 

所  在  地 
商号又は名称  
代表者職氏名                         

                           TEL 
                           FAX 
 
 障害者雇用促進企業等からの物品等の調達に関する要綱第６条の規定により、次のとおり 
届け出ます。   

 変更事項   変 更 前  変 更 後  変更年月日 

    

 
 
 
 
 

 入札参加資格者登録番号    担当者   

 ※入札参加資格者のみ登録番号を記載してください。  連絡先  TEL  
 


